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(54)【発明の名称】 超音波内視鏡の先端部

(57)【要約】
【課題】シンプルな加工と構成により処置具挿通路とケ
ーブル案内管とが干渉しないようにして、十分に大きな
径の処置具挿通路を確保することができる超音波内視鏡
の先端部を提供すること。
【解決手段】超音波プローブ５２に入出力する信号を伝
送する信号ケーブル５４を通すためのケーブル案内管５
３が超音波走査部５の後端から光学観察部４内に突出し
て配置された超音波内視鏡の先端部において、ケーブル
案内管５３を、超音波走査部５の後端部の左右方向にお
ける中心位置に対して左右いずれかの側に偏位した位置
から後方に向けて真っ直ぐに突出させた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】対物光学系が配置された光学観察部の先端
に、超音波プローブが配置された超音波走査部が連結さ
れた超音波内視鏡の先端部であって、処置具挿通路の出
口が上記光学観察部の左右方向における略中心位置に斜
め上方に向けて開口配置され、上記超音波プローブに入
出力する信号を伝送する信号ケーブルを通すためのケー
ブル案内管が上記超音波走査部の後端から上記光学観察
部内に突出して配置された超音波内視鏡の先端部におい
て、
上記ケーブル案内管を、上記超音波走査部の後端部の左
右方向における中心位置に対して左右いずれかの側に偏
位した位置から後方に向けて真っ直ぐに突出させたこと
を特徴とする超音波内視鏡の先端部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、光学観察部と超
音波走査部とが併設された超音波内視鏡の先端部に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】超音波内視鏡の先端部は一般に、対物光
学系が配置された光学観察部の先端に、超音波プローブ
が配置された超音波走査部が連結された構成をとってお
り、穿刺針等のような処置具が挿通される処置具挿通路
の出口開口が光学観察部の左右方向における中心位置に
配置されている。
【０００３】また、超音波プローブに入出力する信号を
伝送する信号ケーブルを通すためのケーブル案内管が、
超音波走査部の後端の左右方向における中心位置から光
学観察部内に突出して配置されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】超音波内視鏡の先端部
において処置具挿通路の出口開口は上半部に配置され、
ケーブル案内管は下半部に配置されているので、処置具
挿通路とケーブル案内管との干渉を避けるために、処置
具挿通路とケーブル案内管の太さ（合計寸法）が制約を
受ける。
【０００５】ただし、ケーブル案内管の太さは信号ケー
ブルによって決まってしまうので、結局、処置具挿通路
の径が制約されて、十分な太さの処置具を用いることが
できない結果になっていた。
【０００６】そこで、ケーブル案内管を曲げて処置具挿
通路と干渉しないように配置することも考えられるが、
そのようにすると、超音波内視鏡の先端部の加工が難し
くなるだけでなく、新たに照明用ライトガイド等のよう
な処置具挿通路以外の部材とケーブル案内管との干渉の
問題をクリアしなければならなくなり、構成が複雑にな
る。
【０００７】そこで本発明は、シンプルな加工と構成に
より処置具挿通路とケーブル案内管とが干渉しないよう
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にして、十分に大きな径の処置具挿通路を確保すること
ができる超音波内視鏡の先端部を提供することを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の超音波内視鏡の先端部は、対物光学系が配
置された光学観察部の先端に、超音波プローブが配置さ
れた超音波走査部が連結された超音波内視鏡の先端部で
あって、処置具挿通路の出口が光学観察部の左右方向に
おける略中心位置に斜め上方に向けて開口配置され、超
音波プローブに入出力する信号を伝送する信号ケーブル
を通すためのケーブル案内管が超音波走査部の後端から
光学観察部内に突出して配置された超音波内視鏡の先端
部において、ケーブル案内管を、超音波走査部の後端部
の左右方向における中心位置に対して左右いずれかの側
に偏位した位置から後方に向けて真っ直ぐに突出させた
ものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図３は超音波内視鏡の全体構成を示してお
り、体内に挿入される挿入部１は、遠隔操作によって屈
曲する湾曲部３が可撓管部２の先端に連結され、その湾
曲部３の先端に光学観察部４と超音波走査部５とが直列
に連結されている。
【００１０】挿入部１の基端には、湾曲部３の屈曲操作
等を行うための操作部６が連結されており、操作部６か
ら上方に突設された接眼部７において、光学観察像を観
察することができる。ただし、内視鏡観察像を固体撮像
素子で撮像してテレビモニタで観察するようにしたもの
でもよい。４６は処置具挿通路の入口である。
【００１１】また、操作部６から延出する二本のケーブ
ルの先端には、図示されていない超音波コントローラと
光源装置とに接続される超音波コネクタ８とライトガイ
ドコネクタ９とが設けられている。
【００１２】図１は挿入部１の先端部分の平面図、図２
は側面図であり、観察窓４２と照明窓４３が、光学観察
部４の観察部本体４１に斜め前方に向けて形成された斜
面４１ａに左右に分かれて配置されている。
【００１３】観察窓４２の内部には、図示されていない
対物光学系が内蔵されており、照明窓４３から放射され
た照明光で照らされた被写体が、図示されていないイメ
ージガイドファイババンドルの像入射端面に結像するよ
うになっている。
【００１４】処置具を挿通するための処置具挿通路４５
は、挿入部１内から湾曲部３内では可撓性チューブによ
って形成され、光学観察部４内においては断面形状が円
形の孔によって形成され、その出口開口４４が斜面４１
ａに斜め上方に向けて開口配置されている。
【００１５】超音波走査部５のボディーである走査部本
体５１の側面には、コンベックスタイプの超音波プロー
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ブ５２が配置され、そこから発受信される超音波パルス
によって側方の超音波断層像を得ることができる。
【００１６】走査部本体５１の後端からは、例えばステ
ンレス鋼管製のケーブル案内管５３が後方に向けて突設
され、光学観察部４内を通過して湾曲部３内に向けて開
口しており、超音波プローブ５２に入出力される信号を
伝送するための信号ケーブル５４がケーブル案内管５３
内に通されている。
【００１７】図４は、図１におけるIV－IV断面を示して
おり、光学観察部４と超音波走査部５との接続部におい
て、光学観察部４のボディーである観察部本体４１と走
査部本体５１とが短い嵌合代でガタつきのないように嵌
合している。
【００１８】そして、ケーブル案内管５３の基端部が、
超音波走査部５の左右方向における中心位置に対して偏
位した位置において走査部本体５１の後端部に固着さ
れ、ケーブル案内管５３がそこから後方に向けて真っ直
ぐに突出している。したがって、その部分の加工等が困
難にならない。
【００１９】そして、それより後方の光学観察部４と湾
曲部３との連結部においては、Ｖ－Ｖ断面を図示する図
５にも示されるように、ケーブル案内管５３の突端近傍
部分が、観察部本体４１にねじ込まれた二本の小ネジ５
９により観察部本体４１に押圧固定されており、これに
よって超音波走査部５が光学観察部４に対して固定され
た状態になっている。
【００２０】そして、図５に示されるように、もしケー
ブル案内管５３がこの位置において左右方向の中心位置
に位置していたら処置具挿通路４５と干渉してしまう
が、ケーブル案内管５３は左右方向において中心位置か
ら偏位しているので、処置具挿通路４５と干渉しない状
態になっている。 *
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*【００２１】このように、ケーブル案内管５３を、超音
波走査部５の後端部の左右方向における中心位置に対し
て左右いずれかの側に偏位した位置から後方に向けて真
っ直ぐに突出させたことにより、処置具挿通路４５との
干渉が回避され、処置具挿通路４５の径を大きく形成す
ることができる。
【００２２】
【発明の効果】本発明によれば、ケーブル案内管を、超
音波走査部の後端部の左右方向における中心位置に対し
て左右いずれかの側に偏位した位置から後方に向けて真
っ直ぐに突出させたことにより、シンプルな加工と構成
により処置具挿通路とケーブル案内管とが干渉しないよ
うにして、十分に大きな径の処置具挿通路を確保するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の超音波内視鏡の先端部の平面
図である。
【図２】本発明の実施例の超音波内視鏡の先端部の側面
図である。
【図３】本発明の実施例の超音波内視鏡の全体構成を示
す側面図である。
【図４】本発明の図１におけるIV－IV断面図である。
【図５】本発明の図１におけるＶ－Ｖ断面図である。
【符号の説明】
４  光学観察部
５  超音波走査部
４１  観察部本体
４４  出口開口
４５  処置具挿通路
５１  走査部本体
５３  ケーブル案内管
５４  信号ケーブル

【図１】 【図４】
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